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令和４年８月１７日（水）午後１時３０分から

○教育長（篠山　充君） 　ただいまから令和４年第９回大田原市教育委員会定例会の会議を開きま

す。

○教育長（篠山　充君） 　前回会議録は、書記をもって調製させましたので、順次回覧いたします。内

容をご確認いただきたいと思います。

（会議録順次回覧）

○教育長（篠山　充君） 　会議録の内容についてご確認いただきましたが、前回会議録につきましてご

承認いただけますか。

（異議なしの声あり）

○教育長（篠山　充君） 　異議はないようでありますので、前回の会議録は承認されました。

　委員会閉会後、ただいまの会議録に署名をお願いいたします。

○教育長（篠山　充君） 　本日付議いたします案件は、報告２件、議案２件であります。

　それでは日程に従い会議に入ります。

　日程第１ 報告第８号 大田原市学校給食費管理規則の制定についてを

議題といたします。

　詳細について、教育総務課長から説明をお願いします。

○教育総務課長（高野浩行君） （説明を行う）

○教育長（篠山　充君） 　説明が終わりましたので、質疑を行います。

○委　員（深澤道昭君） 　第５条第２項に学校給食の提供の申し込みがない場合とありますが、具体

的にどのような場合を想定していますか。

○教育総務課長（高野浩行君） 　児童生徒につきましては原則として全ての児童生徒の保護者から申し込み

をいただきます。

　試食をする保護者や臨時の先生方に急遽給食を提供する場合があります

が、その都度申込書を取るということはいたしませんので、申込書を取らない場

合について定めております。

○委　員（深澤道昭君） 　申込をしない保護者はいないということですね。

○教育総務課長（高野浩行君） 　保護者の方からは一度はご提出いただきます。

○委　員（深澤道昭君） 　アレルギー等で食べられない人もいるかと思いますが。
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○教育総務課長（高野浩行君） 　アレルギー等で全く給食を摂らない、自分でお弁当を用意するという方がい

らっしゃることも想定しています。その方については申込書をいただかないこととし

ておりますが、アレルギーに関する調書を出していただきますので、そちらで給食

の対応を検討することとしております。

○委　員（深澤道昭君） 　経済的理由で給食を申し込めない場合というのはないということでよろしいで

すよね。

○教育総務課長（高野浩行君） 　要保護、準要保護の方が該当するかと思いますが、給食は提供するため、そ

のような方からも申込書はいただく予定でおります。

○委　員（渡邉英憲君） 　保存料や着色料を理由に給食を食べさせたくない、毎日お弁当を持たせる

ので給食をなしにしてほしいという保護者がいたという話を聞いたことがあります。

そのような方にはどう対応されますか。

○教育総務課長（高野浩行君） 　学校給食を提供するしないに関わることだと思いますが、学校、教育委員会

との協議の中で給食を提供しないということになれば、申込書はいただかないこ

とになるかと思います。または、給食提供をしているが途中で変更ということにな

れば、変更の届け出を出していただくという手続きになるかと思います。

○委　員（渡邉英憲君） 　個別に柔軟に対応するということでよろしいですね。

　もう１点、減額申請書はありますが、免除申請はありますか。

○教育総務課長（高野浩行君） 　免除申請は想定しておりません。生活が厳しくて支払えないという方について

は要保護・準要保護で給食費が支給されることとなります。

　アレルギー等で給食の提供がない方は、免除ではなく提供しないという形にな

ります。

○委  員（小林朋子君） 　来年４月からのスタートで、給食費は市長が決定するものとなっております

が、すでに給食費は決まっているのか、これから決めていくのかお聞きしたいと思

います。

○教育総務課長（高野浩行君） 　現在、小学生月額4,300円、中学生月額5,000円となっておりますが、給

食サービス事業費等補助金として半額程度を市が負担しておりますので、小

学生2,100円、中学生2,500円が保護者負担となっております。来年度は

今年度同様の金額の予定ですが、補助金がどうなるかについては今後協議し

てまいります。

○委　員（森　泉君） 　以前は給食費は無償で、現在は半額程度補助しているということですが、こ

れはいつからでしたか。

○教育総務課長（高野浩行君） 　令和２年度は保護者に２割の負担をしていただき、令和３年度からは５

割の負担をしていただいております。



○委　員（森　泉君） 　今は各学校単位で徴収しており、未納の家庭があった場合も学校が対応し

ているかと思いますが、今後は教育総務課で対応していくということで、これまで

とは異なる対応になりますか。

○教育総務課長（高野浩行君） 　今後徴収をするのは教育委員会になりますが、まずは学校を通して未納の

方に納付のお願いする予定です。これまでも学校が保護者に連絡をしておりま

したので、その点では同じになるかと思います。それでも未納となった場合は、教

育委員会の職員が直接連絡したり、出向いたりする場合が出てくるかと思いま

す。

○委　員（川上聖子君） 　現在は教員が現金で徴収していたのでしょうか。

○教育総務課長（高野浩行君） 　学校ごとに異なります。

○委　員（川上聖子君） 　もし、現金で受け取るとなると教員の負担が大きかったと思いますので、このよ

うに口座引落しであるとか、教育現場で催促しても徴収できないものに関して

教育委員会が対応するということは、先生方にとっては負担が軽減されるかなと

思いますので良い制度だと思います。

○教育長（篠山　充君） 　ほかに質疑はないようでありますので、質疑を終わります。

　お諮りいたします。

　報告第８号 大田原市学校給食費管理規則の制定についてにつきまして

は、原案のとおり承認することにご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

○教育長（篠山　充君） 　ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認されました。

　次に、日程第２　報告第９号 大田原市学校給食食材費支援補助金交

付要綱の制定についてを議題といたします。

　詳細について、教育総務課長から説明をお願いします。

○教育総務課長（高野浩行君） （説明を行う）

○教育長（篠山　充君） 　説明が終わりましたので、質疑を行います。

○委　員（深澤道昭君） 　令和５年３月３１日限りの時限を区切っての対応となっておりますが、物

価高騰が長引けば改めて制度を制定することはありますでしょうか。



○教育総務課長（高野浩行君） 　この事業は先ほど申し上げましたとおり、新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金を財源として本年度限り交付するため制定されたものであり

ます。来年度以降の必要性については、来年度の予算編成の中で決定され

るものですが、先ほどの議事にありましたように来年度からは公会計を導入し食

材費を学校予算に配当いたしますので、物価高騰分の補助が必要であると判

断された場合は学校配当予算に組み入れます。そのため、補助金として申請

や交付といった手続きは無くなりますので、この補助交付要綱は不要となりま

す。

○教育長（篠山　充君） 　ほかに質疑はないようでありますので、質疑を終わります。

　お諮りいたします。

　報告第９号 大田原市学校給食食材費支援補助金交付要綱の制定につ

いてにつきましては、原案のとおり承認することにご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

○教育長（篠山　充君） 　ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認されました。

　次に、日程第３　議案第３３号 大田原市教育委員会教育長職務代行

者に関する規則の制定についてを議題といたします。

　本件は令和４年第７回教育委員会でご協議申し上げ、ご承認をいただい

た案件であります。その後、庁議等の手続きを経て、議案として提出されたもの

でありますので、説明を省略して質疑を行います。

（質疑を行う）

○教育長（篠山　充君） 　質疑はないようでありますので、質疑を終わります。

　お諮りいたします。

　議案第３３号 大田原市教育委員会教育長職務代行者に関する規則の

制定についてにつきましては、原案のとおり可決することにご異議ございません

か。

（異議なしの声あり）

○教育長（篠山　充君） 　ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

　次に、日程第４　議案第３４号 令和４年度教育委員会関係補正予算

についてを議題といたします。

　詳細について、各課長から説明をお願いします。

○教育総務課長（高野浩行君） （説明を行う）
○生涯学習課長（吉成　均君） （説明を行う）
○文化振興課長（長　竜也君） （説明を行う）
○スポーツ振興課長（熊田明美君） （説明を行う）

○教育長（篠山　充君） 　説明が終わりましたので、質疑を行います。



○委　員（深澤道昭君） 　文化財活用シンポジウムの開催はいつ頃の予定ですか。

○文化振興課長（長　竜也君） 　開催日は令和５年１月２１日で決定しております。

○教育長（篠山　充君） 　ほかに質疑はないようでありますので、質疑を終わります。

　お諮りいたします。

　議案第３４号　令和４年度教育委員会関係予算についてにつきまして

は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

○教育長（篠山　充君） 　ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

　以上をもちまして、本日予定されました案件はすべて議了いたしました。

　なお、その他で何かございますか。

○学校教育課長（明澤伸宏君） （全国学力調査・学習状況調査結果について）
○文化振興課長（長　竜也君） （大田原市総合文化会館の貸館中止について）
○教育総務課長（高野浩行君） （小学校の統合に関する保護者アンケート結果について）

○教育長（篠山　充君） 　ほかにないようでありますので、以上をもちまして令和４年第９回大田原市

教育委員会定例会の会議を閉会いたします。

　ご苦労様でした。

閉会：午後２時２５分

令和4年9月16日
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